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１．マイナンバー法施行で会社の実務対応はどうなるのか 

ニュースでも時々取り上げられている「マイナンバー法」も、今国会で成立しそうな見通しです。さて、この法律が施行され

た後は、国民１人ひとりに「番号（マイナンバー）」が割り当てられます。ほとんどの方はその番号で各種の手続きや申請をす

ることになり、事務的な効率化が図れるのかなと思われるでしょうが、実際に、すぐに全ての場面で利用されるわけではなく、

政府は３段階に分けて徐々に利用範囲を拡大する予定でいます。１段階目では社会保障および税の分野での利用、２段階

目では幅広い行政分野での利用、最終的には国民が自ら同意した場合の民間サービス等での利用、となっています。 

では、会社での実務にはどのように影響してくるのでしょうか。まずは市区町村から個人個人に割り当てられて番号が通

知されます。各種の届出書類にその番号を記入する欄が準備されますので、記載の上、提出することになります。労働・社

会保険の手続きにおいても申請書等に番号を記載することになります。傷病手当金支給申請者の所得確認や労災年金支

給申請者の他給付の受給状況の確認、未支給となっている失業等給付や年金給付に関する手続き、国民年金保険料の免

除申請等、様々な分野での利用が見込まれるだけでなく、添付書類の省略等も予定されています（厚生労働省の資料「マイ

ナンバー法案に係る厚生労働省関係の業務について」による）。 

今後は、社内での番号管理方法や、取扱いができる担当者や部署をどう制限していくかなど、社内 

整備の必要がでてくるでしょう。今の個人情報保護法では、取扱い件数が5,000件超の事業者が個人情 

報取扱事業者とされてはいますが、従業員の番号を取り扱う以上、何も対策を取らなくていいということ 

ではありませんから、会社単位でそれに伴う手続きを制定したり、また従業員に対する教育も必要です。 

２．労働者からの申告 ～東京労働局まとめ 申告事案の概要について～ 

今回は、東京労働局が４月にまとめた、「平成24年の申告事案の概要について」を紹介したいと思います。なお、申告とは、

労働者から労働基準監督機関に対して、労働基準関係法令に係る違反事実の通告がなされることをいい、同通告を受けた

労働基準監督機関は、事業場への臨検等により違反事実の有無を確認し、違反事実が認められた場合には、事業主にそ

の是正を勧告し、改善させることにより労働者の救済を図ることをいうとされます。 

 まず、件数は、全体で5,463件でした。これは、対前年比でみると817件の減となっています。その内容ですが、賃金不払い

が4,743件（対前年比556件減）、解雇が923件（対前年比176件減）となっており、この２項目だけで全体の93％を占めていま

す。その他の事項としては、労働条件が明示されなかった、就業規則が周知されていない等があります。 

 賃金不払に関する申告とは、経営状況の悪化により定期賃金が支払われなかったもの、使用者との間のトラブルを理由と

して支払われなかったものなどです。また、解雇に関する申告とは、解雇予告または解雇予告手当の手続が取られず解雇

したために申告に至ったものです。 次に、業種別でみると、申告の多かった上位３業種は、商業（1,288件）、その他の事業

（事務所等）（1,211件）、接客・娯楽業（1,123件）となっています。東京労働局では、これらの業種は小規模事業場が多く、労

働基準関係法令の不知に起因する同法令違反も認められることから、小規模事業場を多く含む団体等に対する集団指導

や各種会合等の機会をとらえて、同法令周知を図ることとしています。 

 最後に、労働局では、指導に従わず是正を行わない事業主に対 

しては送検手続をとるなど厳正に対処するとしています。 

３．活動報告：社会保険セミナー 

昨年同様、今年も５月 23日（木）に社会保険労務士会武蔵野支部の研修の講師とし 

て、国分寺労政会館にて、主に社会保険に関する内容のお話をさせていただきます。 
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秋山・隅谷・玉川・安部（武蔵野統括支部） 

ＧＷに、小学生に話題沸騰となった「こびとづかん」でおなじみのなばたとしたかさんの絵本
原画展に行きました。日常に起こる確認できない音はコビトの仕業で、見えない場所に住んで
いるという作者の描く想像力あふれる不思議な世界。コビトなのに、友好的というよりむしろ狂
暴だったり臆病ものだったり。逆にそれが妙にリアルで世界観に引き込まれました。（秋山） 
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